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３ 障がい者を取り巻く現状 

 

１．人口の推移  

 滝川市の総人口は、昭和 58 年の 53,121 人から毎年減少し続け、平成 24 年 10 月１日現在 42,819 

人となっています。 

 構成比をみると、年少人口（14 歳以下）、生産年齢人口（15～64 歳）の総人口に占める割合が減

少傾向にある一方で、65歳以上の割合が増加傾向にあり、高齢化が進んでいます。 
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図１ 総人口と年齢段階別人口の推移（各年 10月１日現在 住民基本台帳より） 
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図２ 年齢段階別割合の推移（各年 10月１日現在 住民基本台帳より） 
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H14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

精神保健福祉手帳 76 75 101 119 122 145 171 182 214 208

療育手帳 256 264 271 282 309 310 339 332 328 340

身体障害者手帳 2,407 2,498 2,464 2,534 2,455 2,664 2,604 2,498 2,583 2,344

総人 口 46,365 45,921 45,685 45,226 44,831 44,394 44,005 43,594 43,281 42,815
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２．障害者手帳所持者の推移  

（1）障害者手帳所持者（3障がい）の推移 

各手帳の所持者数をみると、身体障害者手帳所持者は横ばいですが、療育手帳、精神保健福祉手帳

所持者数は毎年増加しており、総人口に占める割合も増加傾向にあります。 

 各手帳所持者の構成比をみると、身体障害者手帳所持者が 8割程度と最も多くなっています。 

図 3 障害者手帳所持者（３障がい）の推移 

（総人口：各年 10月１日現在、手帳所持者人数：各年 3月 31日現在） 
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（2）身体障害者手帳所持者の推移 

障がい部位別にみると、すべての部位においておおむね横ばいの増減となっています。 

 障がい部位別の構成比をみると、肢体不自由が 6 割以上を占めており、内部障がいが 2 割程度で、

両障がいを合わせると全体の 8割以上を占めています。 

H14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

言語 20 21 21 20 21 7 25 20 20 18

視覚 207 201 192 184 183 161 180 166 163 150

聴覚・平衡 281 290 280 282 273 250 256 242 255 215

内部 411 446 436 476 463 508 541 515 544 529

肢体 1,488 1,540 1,535 1,572 1,515 1,738 1,602 1,555 1,601 1,432

人口に占める割合（％） 5.2 5.4 5.3 5.5 5.3 5.7 5.6 5.4 5.6 5.1
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図 身体障害者手帳所持者（障がい部位別）（各年 3月 31日現在） 

 

 等級別にみると、3級と 4級が他の等級に比べて増加の割合が大きくなっています。 

H14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1級 623 667 652 669 664 905 717 683 703 630

2級 524 514 513 499 482 514 468 435 447 401

3級 325 348 349 368 355 356 385 370 390 366

4級 510 541 539 580 551 509 638 623 665 622

5級 220 221 211 213 211 205 215 208 203 187

6級 205 207 200 205 192 175 181 179 175 138
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図 身体障害者手帳所持者（障がい部等級別）（各年 3月 31日現在） 
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（3）療育手帳所持者の推移 

  療育手帳所持者は、毎年増加しており、平成 23年 3月 31日現在では 402人となっています。 

  構成比をみると、18歳未満は微増、18歳以上は増加傾向にあります。 

H14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

18才未満 55 55 56 59 67 60 69 62 62 62

18歳以上 201 209 215 223 242 250 270 270 266 278

人口比 0.55 0.57 0.59 0.62 0.69 0.70 0.77 0.76 0.76 0.79
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図 療育手帳所持者（年齢別）（各年 3月 31日現在） 

 

等級別にみると、18歳未満の A判定で減少傾向となっています。 

H14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Ａ判定 66 67 70 71 82 90 101 93 103 106

Ｂ判定 135 142 145 152 160 160 169 177 163 172

A判定18才未満 38 38 36 36 36 31 36 30 24 25

B判定18才未満 17 17 20 23 31 29 33 32 38 37
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図 療育手帳所持者（等級別）（各年 3月 31日現在） 
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（4）精神障害者保健福祉手帳等所持者の推移 

 精神障害者保健福祉手帳所持者は毎年増加しています。平成 23 年 3 月 31 日現在 208 人で、市の

総人口に占める割合は 0.5％となっています。 

 自立支援医療費（精神通院医療）受給者の推移をみると、平成 17 年から平成 18 年にかけてやや

減少しましたが、それ以降も毎年増加しています。 
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図 自立支援医療費（精神通院医療）受給者数、精神障害者保健福祉手帳所持者数（各年３月３１日現在） 

 

 精神障害者保健福祉手帳所持者を等級別にみると、2級が最も多く、全体の半数を占めています。 
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3級 11 9 19 28 49 48 53 50 63 73
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図 精神障害者保健福祉手帳所持者（等級別）（平成 24年 3月 31日現在） 
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＜参考＞ 

「精神障害者保健福祉手帳」、「精神障害者通院医療費受給者」について 

 精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人を対象と

して、一定の精神障がいの状態にあることを証明する手段として交付されます。 

 障がいの程度により、1 級（重度）から 3 級（軽度）までの区分があります。手帳を取得することにより、障がいの

種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。 

 自立支援医療費（精神通院医療）受給者とは、自立支援医療制度による「精神障害者医療費受給者証」の

交付を受けている人です。これは精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある人の、

通院医療費の負担軽減を図るものです。 

 

 

 

3．障害程度区分認定者の推移  

 障がい別にみると、知的障がい者が最も多くなっています。 
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図表 障害程度区分認定者（各年 3月 3１日現在） 

 

＜参考＞ 

「障害程度区分」について 

障害者自立支援法の障害福祉サービスを利用する際には、障がいのある人の心身の状態を総合的に表す「障害

程度区分」の認定を行う必要があります。 

サービス利用を希望する障がいのある人が申請を行うと、市は面接調査や審査会での総合的な判定に基づき、区

分認定を行います。障害程度区分は、区分 1（軽度）から区分 6（最重度）に分類されます。この結果によって、

サービス利用の給付要件などが決まります。 
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4．障がい者の実雇用率の推移  

ハローワーク滝川管轄（滝川市、赤平市、芦別市、新十津川町、石狩市浜益区）での平成 15 年以

降の実雇用率の推移をみると、おおむね増加傾向となっています。 

全国および北海道と比較すると滝川管轄の実雇用率は常に上回っており、平成 24 年では、全国と

の差が 0.24ポイント、北海道との差が 0.15ポイントとなっていますが微減傾向にあります。 

なお、平成 24 年時点では全国、北海道は法定雇用率の 1.8％には達していませんが、滝川管轄で

は上回っている状況です。 

148 
136 

150 
129 

148 152 
175 177 186 182 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0

50

100

150

200

250

300

H15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

雇用されている障がい者数（滝川管内

全国

北海道

滝川管轄

 

図 民間企業における障がい者の実雇用率の推移（出典：厚生労働省北海道労働局各年 6/1現在） 

 

＜参考＞ 

「法定雇用率」について 

障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障がい者・知的

障がい者の割合が一定率（法定雇用率）以上になるよう義務づけています。 

（精神障がい者については雇用義務はありませんが、雇用した場合は身体障がい者、知的障がい者を雇用したも

のとみなされます） 

 

 
法定雇用率 

現行 H25.4.1以降 

民間企業 1.8% 2.0% 

国、地方公共団体等 2.1% 2.3% 

都道府県等の教育委員会 2.0% 2.2% 
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